
押

印

を

求

め

る

手

続

の

見

直

し

の

た

め

の

厚

生

労

働

省

関

係

省

令

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

案

（

仮

称

）

要

綱

（

職

業

能

力

開

発

促

進

法

施

行

規

則

及

び

青

少

年

の

雇

用

の

促

進

等

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

の

一

部

改

正

関

係

）

様

式

一

覧

目

次

○

職

業

能

力

開

発

促

進

法

施

行

規

則

（

昭

和

四

十

四

年

労

働

省

令

第

二

十

四

号

）

様

式

第

一

号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１

様

式

第

四

号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

２

様

式

第

七

号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

９

様

式

第

十

二

号

の

二

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

16

様

式

第

十

二

号

の

三

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

17

様

式

第

十

二

号

の

四

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

18

様

式

第

十

二

号

の

五

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

19

様

式

第

十

二

号

の

七

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

20

様

式

第

十

二

号

の

八

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

22

様

式

第

十

二

号

の

十

二

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

23

様

式

第

十

二

号

の

十

三

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

24

様

式

第

十

二

号

の

十

四

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

25

様

式

第

十

二

号

の

十

五

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

26

○

職

業

訓

練

の

実

施

等

に

よ

る

特

定

求

職

者

の

就

職

の

支

援

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

四

十

七

号

）

様

式

第

一

号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

27

様

式

第

二

号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

30

○

青

少

年

の

雇

用

の

促

進

等

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

厚

生

労

働

省

令

第

百

五

十

五

号

）

様

式

第

一

号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

34

様

式

第

二

号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

39

IAXUB
テキスト ボックス
参考資料３－１



- 1-



- 2-



- 3-



- 4-



- 5-



- 6-



- 7-



- 8-



- 9-



- 10-



- 11-



- 12-



- 13-



- 14-



- 15-



- 16-



- 17-



- 18-



- 19-



- 20-



- 21-



- 22-



- 23-



- 24-



- 25-



- 26-



- 27-



- 28-



- 29-



- 30-



- 31-



- 32-



- 33-



- 34-

IAXUB
線



- 35-



- 36-



- 37-

IAXUB
線



- 38-



- 39-

IAXUB
線



- 40-



- 41-



- 42-

IAXUB
線



- 43-


